
 
 
 
 
 

中町特定空家略式代執行の実施について 
 

１．概要 

老朽化が進み、放置すると重大な事故につながるおそれが

ある中町特定空家について「空家等対策の推進に関する特別

措置法」及び「行政代執行法」に基づき略式代執行を実施し

ます。 

２．実施期日 令和 7年 11月 14日（金）午前 10時  

３．実施場所 隠岐の島町中町出雲結ノ一 4番地 11 

４．物件情報 （全体の概要、特徴的なものなど） 

・所在地：隠岐の島町中町出雲結ノ一 4番地 11 

・種 類：居宅 

・構 造：木造瓦葺 2階建 

・床面積：1階 91.07㎡、2階 66.11㎡ 

・建築年：昭和 39年 

・所有者：建物名義人死亡、相続権利者不在 

・状 況：建物の外壁や軒部分等の亀裂や剥離・脱落が生じており、現に瓦の落下を

確認。車の通行量も多く外壁の亀裂が悪化している状況。 

５．特記事項 現地取材を希望される報道機関は令和 7 年 11 月 13 日

（木）午後 3時までに別紙取材希望標を FAXにてご連絡

ください。 

６．その他 別添資料、取材希望票 

 

情報提供日：令和７年１１月１０日（月） 

問い合わせ先：隠岐の島町 建設課 管理住宅係 

（担当）上野 

℡  ： ０８５１２－２－８５６４ 

Fax ： ０８５１２－２－３３０２ 

隠岐の島町報道発表資料 


